
 

  

 

 

 

    

 

 

   

刑法犯の認知件数は，戦後長期にわたって年間１４０万件前後で推移していましたが，平

成 8 年以降増加していき，平成１４年には約２８５万件（７年連続で戦後最多を記録）とな

りました。このため，国は犯罪を減少させるために様々な対策をとっていきました。 

 

  平成１５年 犯罪対策閣僚会議を設置 

「犯罪に強い社会の実現のための行動計画-「世界一安全な国，日本」の復活を目指して-」策定 

   

平成１９年 

法務総合研究所が昭和２３年から平成１８年までの間に裁判が確定した１００万人を調査し

た結果，全犯罪者の３割である再犯者が，全犯罪の 6 割を実行している状況にあることが判明し

ました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年 

   犯罪対策閣僚会議において 

「犯罪に強い社会の実現のための行動計画２００８-「世界一安全な国，日本」の復活を目指して-」

策定 

刑法犯の認知件数は減少傾向となりましたが，そのうち，再び刑務所に再入所する者の数は横

ばいであり，再犯者に対する施策の実施の必要性が高まりました。 

 

 

「再犯の防止等の推進に関する法律」公布・施行までの経緯 

（平成１９年版犯罪白書） 



【問合せ先】 

法務省高松矯正管区更生支援企画課  

〒７６０‐００３３ 香川県高松市丸の内１‐１ 高松法務合同庁舎 

ＴＥＬ：０８７‐８２２‐４４６０ 

 

  平成２４年 

   犯罪対策閣僚会議において 

    「再犯防止に向けた総合対策」を閣議決定 

    ※日本の刑事施策で初めて再犯防止対策の具体的な成果目標が設定されました。 

『出所後２年以内に再び刑務所に再入所する者の割合を２０２１年までに２０％以上減少させる。』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

平成２６年 

   犯罪対策閣僚会議において 

   「宣言：犯罪に戻らない・戻さない～立ち直りをみんなで支える明るい社会へ～」を閣議決定 

   ※「仕事（就労）」と「居場所（住居）」の確保に向けた成果目標が設定されました。 

 

     ２０２０年までに犯罪や非行をした者の事情を理解した上で雇用している企業の数を３倍にする 

 

 

     

２０２０年までに帰るべき場所がないまま刑務所から社会に戻る者の数を３割以上減少させる 

   

 

     

さらに，令和２年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピックを見据え，世界一安全な

国を目指すために，国を挙げて再犯防止のための施策に取り組もうと党派を超えた国会議員らが

再犯防止を推進する基本法の制定に向けて検討を始めました。検討に当たっては，法務省だけで

なく，警察庁，厚生労働省，文部科学省及び国土交通省等の多くの関係省庁が議論に加わること

になりました。 

    

   次回の後編では，「再犯の防止等の推進に関する法律」制定・施行後について説明します。 
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基準値 H26出所者H27出所者H28出所者H29出所者H30出所者 目標値

刑務所出所者の２年以内再入率の推移

（令和２年再犯防止推進白書）（％）
目標値１６％以下 

↓ 

平成３０年出所者１６．１％ 

 

出典 

「令和２年版再犯防止推進白書」 

 

目標値：１５００→１５５６（令和元年１０月現在） 達成！！  

出典「令和２年版再犯防止推進白書」 

 

目標値：４４５０人→３３８０人（令和元年１０月現在） 達成！！ 

出典「令和２年版再犯防止推進白書」 

 

１６％ 


